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莞でt主意ミ写手工頁

・イ系員力ゞ言式,験開女台の合、図を司一るまで、ルヨ是亘

を見'なし、こと。

・ルヨ是亘用糸氏1よ言式'験糸冬了丕麦、手寺ちリ吊ること。

・ルヲ題1よ鮮与^ル司と鮮Ξールヨカ、らなる。全1ての

ルヨ^1こ角孕答;司一ること。

・角孕答;用糸氏1よ鮮Ξールヨと鮮工Σニルヨ号11々であるの

で、ルヨ違1えなし、ようしこ角孕答二すーること。

・ルヨ是亘用糸氏でよード書.き1こ但t用してもよし)。
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第一問

夫婦ABに子Zが生まれたが、その後ABは籬婚した。籬婚後、 Zは父A とともに甲国

で暮らしてぃたところ、母B がZ を一方的に自分の本国の乙国に連れ帰ったとする。「国

際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」(以下では、「ハーグ条糸勺」と略称する。)に

よると、この場合に、 Aからの返還申立てがあれば原則として、 Z を直ちに元々暮らして

いた甲国に返還させることになっており、ZがA とBのどちらと一緒に暮らす方が望まし

い力斗こっいては、乙国では判断されない。

以上のようなハーグ条約の仕組みを、「児童に関するすべての措置をとるに当たっては、

公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行わ

れるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。」と規定する「児

童の権利に関する条約」 3条1項に照らして論評しなさい。



第二問

国家間の関係において、自国が実効支配する領域に対して他国が領有権を主張する場合

に、「領士問題は存在しない」と応えることを、法的および政治的にどのように評価するこ

とができる力斗こついて、論じなさい。


